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新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請書 

 

 

 

 日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症については、国内の複数地域で、感染経路が明らかではな

い患者が散発的に発生しており、一部地域では小規模の患者クラスター（集団）が把握

されている状態になっています。現時点では、まだ大規模な感染拡大が認められている

地域があるわけではありませんが、経済的には海外からの観光客の減少に加え、製造業

のサプライチェーンに与える影響を懸念する声や、各種イベントの中止、外出自粛によ

り国内の消費活動が短期的に下押しされ、こうした状況が長引けばより厳しい状況にな

ることも懸念されています。 

 こうした状況を踏まえ、厚生労働省として事業主の皆様の雇用維持の努力を一層強力

に支援するため、雇用調整助成金の特例措置を講じるとともに、そうした内容を踏まえ

た各種支援のご案内に係るリーフレットを労働局等を通じて周知しているところです。

また、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援に向けた新たな助成制度を創

設したところです。 

 貴団体におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、発熱など

の風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう、従業員の方々が休みやすい環

境整備に協力していただくとともに、下記の事項につきまして、周知啓発に向けたご協

力をお願い申し上げます。 

 なお、厚生労働省においては、特別相談窓口を設置し各種相談に応じております。相

談窓口の設置箇所、特例措置等の各種支援の内容につきましては厚生労働省 HP

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hata

rakukata）をご参照いただきますようお願いいたします。 

 

  

一 今般、雇用調整助成金の特例の対象となる事業主を、新型コロナウイルスの感染症

の影響を受ける全ての事業主に拡大するとともに、北海道のように緊急事態宣言を

発出して活動の自粛を要請している地域に対しては生産指標要件の更なる緩和、助



成率の引上げ等の措置を行うこととしております。 

こうした特例措置を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくよう

お願いいたします。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加

算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力とし

て雇用を維持していただくようお願いいたします。 

 

二  職を失った方を対象とした求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方

の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。 

 

三 新卒の内定者の取扱いについて、特段のご配慮をいただくとともに、2020 年度卒

業予定者等に対する採用に係る広報活動についても、多様な通信手段を活用した説

明会の実施などの十分な情報発信を行うよう特段のご配慮をお願いいたします。 

 

四 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定とその

保護を図るため、特段の配慮をお願いいたします。 

 

五 障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げ

ます。特に、基礎疾患を有する者では重症化するリスクが高いとされていることか

ら、感染リスクを減らすためにテレワークや時差出勤の積極的な活用の促進などの

取組へのご協力をいただきますよう、お願いいたします。 

 

六 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合

等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休暇に伴う所得の減少に対応

するため、正規雇用労働者か非正規雇用労働者か否かを問わず、労働基準法上の年次

有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設しましたの

で、取組への御協力をいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

厚 生 労 働 大 臣 

 



（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

【特例措置の追加内容】

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例措置を追加します

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者

の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
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以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して
休業等を行った場合は助成対象となります。
（経済上の理由例）
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動
が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合。

【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは】

その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄り
の労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

【その他の支給要件】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主すべてを対象に、休業等の初日が、令和２
年１月24日から令和２年７月23日までの場合に下記の件を適用していますが、
①休業等計画届の事後提出を可能
②生産指標の確認対象期間を１ヶ月に短縮
③最近３ヶ月の雇用指標が対前年比増加でも助成対象
④事業所設置後１年未満事業主についても助成対象
⑤クーリング期間の撤廃（追加）
⑥被保険者期間要件の撤廃（追加）

今般、緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域については上記に
加え、以下の特例措置を追加します。

① 生産指標要件の撤廃

助成金支給の生産指標要件を、当該地域に所在する事業主に対しては
満たすものとして扱います。
② 助成率の引き上げ
【中小企業】2/3 ⇒ 4/5 【大企業】1/2 ⇒ 2/3
③ 雇用保険被保険者でない労働者も対象
雇用保険被保険者でない労働者の休業に対しても助成します。



小学校等（※）の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用
の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた
企業に対する助成制度を創設します！
※ 小学校等とは、小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校
まで）、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等をいいます。

【特例の対象となる企業・特例措置の内容】

厚生労働省・都道府県労働局

＊風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある小学校等に通う子の保護者に
対する有給の休暇に関しても、対象となります。

助成内容
令和２年２月27日から３月31日において、有給休暇を取得した対象労働者に
支払った賃金相当額
＊１日１人当たり8,330円を助成の上限とします。
＊大企業、中小企業ともに同様です。

○ 臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給（賃金全
額支給）の休暇を取得させた企業
＊有給の休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があり
ます。

○ 令和２年２月27日から３月31日までに取得した有給休暇が対象です。

◎申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続が決まり次第、早急に周知します。

◎制度の詳しい支給要件や申請書類等についても、詳細が固まり次第、厚生労働省HPや
都道府県労働局から周知します。

新型コロナ 休暇支援 検 索

令和２年３月３日作成

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校等の臨時休業等により子どもの世話が必要
となる労働者に有給の休暇を取得させましょう！！

※ 就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではありません。

令和２年３月３日作成
※順次更新し、厚生労働省HP（新型コロナウイルスに関するQ&A（労働者の方向け））に最新情報を掲載します。


